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６．職員の安否確認および参集 

１）災害時の安否確認および安否報告 

≪職員≫ 

各職員は、自分自身の安否や家族・家屋等の状況、および参集の可否について、

所属長（課長や管理者）に報告する。なお、連絡が取れない場合は災害伝言ダイ

ヤル（１７１）などを活用する。 

また、安否の連絡や参集指示の連絡が取れない場合、参集基準により参集可能な

職員は原則、勤務場所へ参集する。 

 

〔報告する内容〕 

〇被災状況を報告  ・自分がケガをしたかどうか？程度は？ 

・家族にケガはあるか？ 

・自宅・近隣の様子は？ 

・どこにいるのか？ 

〇出動の可否を報告 

 

≪課長・管理者≫ 

課長・管理者は、所属する職員から安否等の報告をとりまとめる。報告のない

職員については、課長・管理者が安否の確認を行い、課もしくは事業所の全職

員の安否および参集可能状況等の把握に努める。 

また、職員の安否状況等を「職員安否確認報告書（様式１）」にてとりまとめ、

管理者は担当課長へ、各課長は総務課長へ報告する。 

総務課長は各課からの報告書をとりまとめ、事務局長へ報告する。 

 

２）職員の連絡網 

各課・事業所で緊急連絡の際に使用する連絡網を作成する。連絡網は毎年、事務

分掌 作成時に更新する。万一、連絡が取れない状況も想定し、できる限り短時

間で全職員に緊急連絡が回るように検討し、各課・事業所内で共有する。 

 

≪災害時安否等状況把握体制≫ 
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≪災害伝言ダイヤル（１７１）の使い方≫ 

地震等の災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい状況になった場合、サービス

が開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇録音の方法 

 「１７１」をダイヤル 

   ↓ 

 （ガイダンス：録音は｢１｣、再生は｢２｣） 

↓  

「１」を選択 

↓ 

 （ガイダンス：連絡を取りたい方の電話

番号を市外局番から入力ください） 

   ↓ 

 電話番号を入力 

↓ ※どの電話番号に伝言入れるのか 

↓  各所属で共有しておく。 

 （ガイダンス：連絡を取りたい方の電話

番号の確認。） 

    ↓ 

 伝言を録音 終わったら｢９｣をダイヤル 

    ↓ ※伝言は 30 秒以内 

    ↓ ※最大 20 件まで登録可 

 （ガイダンス：伝言の確認） 

    ↓ 

 録音完了 

 

〇再生の方法 

 「１７１」をダイヤル 

↓ 

 （ガイダンス：録音は｢１｣、再生は｢２｣） 

   ↓  

「２」を選択 

↓ 

 （ガイダンス：連絡を取りたい方の電話

番号を市外局番から入力ください） 

   ↓ 

 電話番号を入力 

↓ 

 （ガイダンス：連絡を取りたい方の電話

番号の確認。） 

   ↓ 

 伝言の再生 

  最大 20 件まで登録可 

 

 

 

 

 

〇災害伝言ダイヤル（１７１）の体験利用 

 利用方法を事前に覚えることを目的に体験利用できる機会があります。 

いざという時に使えるようにしておきましょう！ 

★体験利用提供日 

  毎月 1 日と 15 日、正月 3 が日 

  防災週間（8 月 30 日 9:00～9 月 5 日 17:00） 

1 15 9:00 1 21 17:00  
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３）職員の参集 

≪勤務日・勤務中≫ 

   勤務日・勤務中に災害が発生した場合、所属長（課長・管理者）もしくは社協

災害対策本部の指示に従い行動する。 

 

≪休日・勤務時間外≫ 

休日・勤務時間外に災害が発生した場合、社協災害対策本部もしくは所属長

（課長・管理者）の指示により、指示された場所へ出動する。出動の指示は、

各課で作成した連絡網で連絡する。 

なお、連絡が取れないなど、出動の指示が得られない状況にある場合、参集 

可能な職員は参集基準に基づき、原則、勤務場所へ参集する。ただし、災害が

日没から日出までの間で発生した場合は、夜が明けるまで待機する。 

 

≪参集基準≫ 

〇局長・課長 

 休日・勤務時間外 勤務日 

地震 震度６以上 原則、勤務場所へ参集。 通常出勤と同

様に原則、勤

務場所へ出動 
震度５弱・強 原則、勤務場所へ参集。 

※ただし、参集せずに別の方法（連絡

等）で協議・判断し、職員に指示が出

せる場合、参集の必要はない。 

風水害・竜巻等 

   

〇正規・嘱託職員 

 休日・勤務時間外 勤務日 

地震 震度６以上 出動の指示が得られない状況の場合、

原則、勤務場所へ参集。 

通常出勤と同

様に原則、勤

務場所へ出動 震度５弱・強 安否および出動の可否を報告する。 

また、連絡が取れるようにしておく。 

風水害・竜巻等 連絡が取れるようにしておく。 

 

〇非常勤職員 

 休日・勤務時間外 勤務日 

地震 震度６以上 安否および出動の可否を報告する。 

また、連絡が取れるようにしておく。 

通常出勤と同

様に原則、勤

務場所へ出動 
震度５弱・強 

風水害・竜巻等 連絡が取れるようにしておく。 

 

※職員の退社については、社協災害対策本部の指示で行動する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

≪職員の安否報告・参集チャート≫ 

 

休日・勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務日・勤務中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全な場所で待機。連絡網で連絡があれば指示に従う 参集・状況報告 

※ただし、日没後の発災の場合は 
夜が明けるまで待機 

所属長の指示に従い行動 

ＮＯ 

応急手当 

YES 

※平常どおり出勤・勤務継続 

災害発生。本人・家族・家屋に被害があるか？ 

連絡不能 

参集可能 

参集基準の確認 

参集不可能 

必要な手当や対応 

連絡完了 

参集可能 参集不可能 

安否および出動の可否の報告 

基準満たさない 

基準の確認 

基準満たす 

基準の確認 


